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思いやりと交流で創る　新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

国民年金だより  
問い合わせ先 

栃木年金事務所 
市民課 40-5556

0282-22-6074、4134

あなたも国民年金を増やしませんか？　付加年金についてのご案内あなたも国民年金を増やしませんか？　付加年金についてのご案内

「消えた年金」問題　年金記録の回復が早くなります「消えた年金」問題　年金記録の回復が早くなります

●付加年金は、申し込みの日から加入となりま

す。

・付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給で

きる終身年金です。

・付加年金は定額のため、物価スライド（増額・

減額）はありません。

（注）老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ請求した

場合は、付加年金も老齢基礎年金の減額率・

増額率に応じて減額・増額されます。

・国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加

入することができません。

・付加保険料は、納付期限を過ぎると納付でき

ません。納付期限は翌月の末日（休日・祝日の

場合は翌営業日）です。

　加入を希望される方は、年金手帳と印鑑をお
持ちのうえ、各庁舎市民課へお越しください。

●第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保

険料に付加保険料をプラスして納付すると、老

齢基礎年金に付加年金が上乗せされ支給される

制度です（厚生年金などの加入者や、その人に

扶養されている第3号被保険者は加入できませ

ん。なお、農業者年金に加入している人は必ず

納付しなければなりません。）。

　付加保険料は月額400円になり、受給額は
200円×付加保険料納付月数になります。
★例えば、65歳から受給した場合

付加保険料を10年間（120月）納付した場合は、

・付加保険料（納付額）は、

　400円×10年（120月）＝48,000円

・付加年金額（受給額）は、

　200円×10年（120月）＝24,000円（年額）

となり、付加年金を2年間受給すると納付した付

加保険料総額と同額になります。

　受給者の所得額によって手当額を決定
します。受給者及び扶養義務者（同居
の3親等以内の親族）の所得によって
は、手当額が全額支給停止になる場合
もあります。

　4月、8月、12月（原則20日）の3回、支

払月の前月分までを金融機関へ振り込み
ます。ただし、支払日が土日祝日にあた
る場合は、その前の営業日になります。
　※父子家庭の方の最初の支給は、
12月になります。

3．国民年金　～2年以下の記録もれ～
・保険料納付記録がもれていると思われる期間

が2年以下であって、その他の期間は納付済み

であるなどの一定の条件を満たす場合

　このほかにも、確定申告の控えが残っている

場合や、お勤めの事業所が廃止された後に厚

生年金の加入記録がさかのぼって変更されてい

る場合などの回復基準があります。

　詳しくは、栃木年金事務所に問い合わせくだ

さい。

　次の基準の当てはまる方は、年金記録第三者

委員会で審議することなく、年金事務所の調査

で、記録を回復できます。

　年金事務所で迅速に記録を回復できる基準
が次のとおり追加されました
1.厚生年金　～標準報酬月額の改ざんの疑い～
・6か月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく

引き下げられている記録が、事実に反していると

疑われるなどの条件を満たす場合

2.厚生年金　～脱退手当金の誤った支給記録～
・昭和49年まで発行されていた厚生年金の被保

険者証に、脱退手当金を支給した表示（　脱　）

がないなどの条件を満たす場合

・脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にさ

れていない厚生年金の期間があるなどの条件を

満たす場合

平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます！

問い合わせ先 児童福祉課子育て支援グループ 　 52-1114

手当額と支給時期

●父母が婚姻を解消した児童
●父母が一定以上の障害の状態にある児童
●父母の生死が明らかでない児童
●父母に引き続き１年以上遺棄されている児童
●父母が法令により１年以上拘禁されている児童
●父母が死亡した児童
●母が婚姻によらないで懐胎した児童
●母が婚姻によらないで懐胎したか明らかでない児童
☆ただし、年金（老齢福祉年金以外のもの）を受給している（請
求すれば受給できる場合を含みます）場合や、事実婚（いわ
ゆる内縁の関係）に該当する場合は、請求を受付できません。
　また、手当受給中に年金受給開始や事実婚に該当した場合
は、その時点で受給資格がなくなります。

支給要件

認定請求

　父子家庭の方については、平成22年8月1日から受給対象に
なることに伴い、認定請求に関する経過措置が設けられます。
●すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成
22年8月1日よりも前に認定請求ができます。
●平成22年11月30日までに認定請求を提出していただくと、
次の取扱いになります。
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方→8月分か
ら支給されます。
・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した
方→要件に該当した日の翌月から支給されます。
※11月30日を過ぎると、認定請求の翌月からの支給になります。

※経過措置は、制度改正に伴う父子家庭の方のみの措置に
なります。母子家庭の方に関しては、支給要件に該当した時
点ですぐに請求してください。

父子家庭の方の経過措置

　児童扶養手当を受給するには、児童福祉課窓口（石橋庁舎１
階）に必要書類を添えて認定請求書を提出する必要があります。
　認定請求は必要書類がすべてそろった時点で受け付けし、請
求した翌月から認定になります。
●請求者及び児童の戸籍謄本又は抄本（発行後１か月以内）
●年金手帳
●所得証明書（扶養親族数、各種控除額が記載されているもの）
●請求者と児童の健康保険証
●養育費に関する文書（調停調書、公正証書、審判書など）　
●印鑑（ゴム印以外）
●請求者名義の預金通帳（ゆうちょ銀行の場合、振込み用の
　店名、預金種目、口座番号の記載のある通帳に限ります。）
※請求者の状況によって、必要書類に追加や変更があります。

　次のいずれかに該当する児童の父また
は母（以下、「保護者」といいます。）が、
児童を監護（監督保護）するとき、も
しくは保護者が監護しない場合において
は、保護者以外の方（祖父母など）が
当該児童を監護するときに、対象児童
が18歳に達した日から最初の3月31日ま
での期間、児童扶養手当を受け取るこ
とができます。
　これまでは母子家庭の方のみが対象
でしたが、法律の改正により8月1日
から父子家庭の方も対象になります。

○児童扶養手当とは

　市では、制度案内の個別通知等は
発送していません。（支給要件に該当
するかどうかの確認が取れないため）
　児童扶養手当の支給要件に該当す
る父子家庭の父や母子家庭の母、も
しくは父母のいない児童を監護してい
る養育者で、現在児童扶養手当を受
給していない方は、子育て支援グルー
プまでご連絡ください。

全 部 支 給 月額 4 1 , 7 2 0 円

月額 4 1 , 7 1 0 円

月額 5 , 0 0 0 円

月額 3 , 0 0 0 円

～ 9 , 8 5 0 円
一 部 支 給

加算額
2人目

3人目以降


